
コロナになんか負けんど ! 天文館のみんなでこの危機を乗り越える !

未来へ踏み出す瞬間を自信あふれるものに、特別な価値を提案したい
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会員さんクローズアップ

T A L K

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内

特集

横綱・西ノ海顕彰碑（西之表市西之表）
[詳しくは、1ページのコラム「鹿児島県のスポーツ・武道にゆかりの地を辿る」をご覧ください]

　詳しくは、本誌P4（鹿児島県新
型コロナウイルス感染症対策休業
協力金）をご参照ください。

接待を伴う飲食店を営む
事業者の皆様へ

鹿児島県新型コロナウイルス
感染症対策休業協力金の

8/21（金）までです
※当日消印有効

申請締切は
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　種子島の海の玄関口である西之表港から車で約５分の場所

に、法華宗の寺院の日典寺がある。種子島は江戸時代、領主

である種子島家が法華宗を信仰していたことから、当宗派の

寺院が島内に点在している。日典寺の名前は、種子島に法華

宗を最初に広めようとした日典に由来している。

 その寺院の境内に第25代横綱西ノ海の顕彰碑がある。西ノ

海は碑のある場所近くの川迎集落で、明治13（1880）年に

牧瀬休八として生まれた。幼少期から体が大きかったとい

う。島内の相撲大会などで頭角を現し、その強さは角界にも

伝わっていた。明治31（1901）年、鹿児島巡業を行ってい

た鹿児島出身の力士・逆鉾は、休八に角界入りを勧め、翌年

には井筒部屋入門となる。井筒部屋における厳しい稽古に耐

えた休八は、明治33（1903）年に初土俵を踏む。最初の四

股名は星甲で、後に錦洋と改めた。そして苦節16年、大正5

（1915）年、実に36歳の時にようやく横綱に昇進したので

あった。第25代横綱西ノ海を襲名し、また西ノ海嘉次郎と

名乗るようになる。ちなみに井筒部屋の横綱西ノ海として

は、二代目にあたる。その際の身長は188センチで、体重は

120キロであったという。その後大正7（1917）年まで横綱

を務め、38歳で引退している。

 引退後は井筒親方として、部屋の後輩たちへの指導はもち

ろん、相撲協会においては検査役と取締役として活躍する。

しかし、昭和6（1931）年に協会内の不正事件が発生し、そ

の責任を負うように協会を辞任。さらには自殺するという悲

劇が襲う。享年51歳。

 戦後、西ノ海を慕う地域の人々や井筒部屋関係者、さらに

はファンらによって顕彰碑が建立された。まさに、横綱とし

ての風格を感じさせる顕彰碑は、地域をやさしく見守るよう

に立っている。
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この会報の愛称『アイム』は、鹿児島商工会議所
ビルの愛称と同じです。自己紹介の言葉“I

,
m...”は、

出会いの始まりです。“I”には「インフォメーショ
ン」「インテリジェント」、“m”には「メトロポリス」
「ミート」の意が込められています。

 月のスケジュール 鹿児島商工会議所8   

インフォメーション17

鹿児島県事業引継ぎ支援センター20

景況調査

新型コロナウイルス感染症対策で活用できる税制措置8

◆横綱・西ノ海顕彰碑（西之表市西之表）

期日 件　　名

第112回下級珠算･暗算検定　於：各塾
第129回段位認定試験　於：13階・14階

ワンストップ専門相談会　13:30～16:00　於：13階
かごしま検定申込締切

IT活用オンラインセミナー　14:00～16:00　於：4階アイムホール
ワンストップ専門相談会　13:30～16:00　於：13階
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※予定は変更になる場合があります。

鹿児島県の
スポーツ・武道に
ゆかりの地を辿る ココ
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市営グラウンド

西之表
市民体育館

城ノ浜海岸公園

わかさ公園58
76



鹿児島商工会議所は
「新型コロナウイルス
  総合相談窓口」を設置しています
以下のような相談に対応しています。

1．資金繰り 2．助成金 3．給付金 4．その他
    経営相談

▶鹿児島商工会議所では、各種分野のご相談に対応しています。窓口またはお電話等にて
お気軽にお問合せください

　平 日(月～金)　8：30～17：30
新型コロナウイルス総合相談窓口
（鹿児島商工会議所 中小企業支援センター内）
鹿児島市東千石町1-38アイムビル13階

【お問合せ先】

TEL：099-225-9533
もしくは 099-225-9534

1. 日本政策金融公庫〈新型コロナウイルス感染症特別貸付〉

資金繰りに関する支援（融資）
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方を対象とした日本政策金融公庫等の
政府系金融機関と鹿児島県の特別融資について、融資限度額と利下げ限度額の引き上げが実施さ
れましたので、ご紹介します。　

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内

2　アイム 2020.8

■融資対象者

■融資限度額
■融 資 期 間
■融 資 利 率

■利 子 補 助

(1)最近１か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5％以上減少している方

(2)業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して

5％以上減少している方

　a. 過去3か月（最近1か月を含む）の平均売上高

　b. 令和元年12月の売上高

　c. 令和元年10月から12月の平均売上高

中小事業6億円（拡充前3億円）、国民事業8,000万円（拡充前6,000万円）
運転資金15年以内（据置5年以内）、設備資金20年以内（据置5年以内）

融資後3年間、基準利率▲0.9％（中小事業1.11％→0.21％、国民事業1.36％→0.46％）

4年目以降は基準利率

※利下げ限度額：中小事業2億円（拡充前1億円）、国民事業4,000万円（拡充前3,000万円）

以下の要件を満たせば中小事業2億円（拡充前1億円）、国民事業4,000万円（拡充前3,000万
円）上限で利子補給され、実質無利子（当初3年間）

　①個人事業主（小規模に限る）　：要件なし、

　②小規模事業者（法人事業者）　：売上高▲15％減少

　③中小企業者（上記①②を除く）：売上高▲20％減少

▶当所では、日本政策金融公庫(国民生活事業)からの融資を希望する会員事業所に対し、申込書等の作成のお手
伝いと必要書類一式を公庫に代わってお預かりします。

【お問合せ】鹿児島商工会議所　TEL : 099-225-9533/099-225-9534
　　　　　　日本政策金融公庫　国民生活事業　TEL:099-224-1241 / 中小企業事業　TEL : 099-223-2221



■融資対象者

■融資限度額
■融 資 期 間
■融 資 利 率

■利 子 補 助

(1)小規模事業者

(2)鹿児島商工会議所の管内で、１年以上事業を営んでいること

(3)原則、6か月以上前から商工会議所の経営指導を受けていること

(4)新型コロナウイルスの影響で最近1か月の売上が前年または前々年同期と比較して5％以上

減少するなど業況が悪化した事業者

運転資金・設備資金1,000万円（通常とは別枠）

運転資金7年以内（据置3年以内）、設備資金10年以内（据置4年以内）

0.31％　※当初3年間、経営改善利率から0.9％引下げ（1.21％-0.90％）4年目以降1.21％

（令和2年7月1日現在）

以下の要件満たせば実質無利子（当初3年間）

　①個人事業主（小規模に限る）　：要件なし

　②小規模事業者（法人事業者）　：売上高▲15％減少

　③中小企業者（上記①②を除く）：売上高▲20％減少

【お問合せ】鹿児島商工会議所 経営支援一課/二課　TEL : 099-225-9533 / 099-225-9534

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内

3 アイム 2020.8

2.新型コロナウイルス対策マル経資金（小規模事業者経営改善資金）

■融資対象者

■融資限度額
■融 資 期 間
■融 資 利 率
■保 証 料 率
■利 子 補 助
■取 扱 期 間

(1)最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて15％以上減少し、かつ、その後2か月間を含む

3か月間の売上高等が前年同期比で15％以上減少することが見込まれるもの

(2)個人事業主（小規模企業者に限る）については，最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ

て5％以上減少したもの

運転資金・設備資金4,000万円

10年以内（据置5年以内）

年1.4％～年1.9％（融資期間に応じて）
年0％（国・県が全額補助）

3年間全額補助（拡充前は、3,000万円超の部分については、1年間全額補助）

令和2年12月31日までの保証申込受付かつ令和3年1月31日までの貸付実行分

【お問合せ】鹿児島商工会議所又はお取引のある最寄りの金融機関
【取り扱い金融機関】

3．鹿児島県〈新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金〉

鹿児島銀行、南日本銀行、鹿児島信用金庫、鹿児島相互信用金庫、奄美大島信用金庫、
鹿児島興業信用組合、鹿児島県医師信用組合、奄美信用組合の各本・支店
商工中金、福岡銀行、肥後銀行、宮崎銀行、西日本シティ銀行、熊本銀行、
宮崎太陽銀行の各県内営業店



１．国〈家賃支援給付金〉

給付金・助成金のご案内

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内
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■対　象　者

■給　付　額

■申 請 期 間
■申 請 方 法 　

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者。
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
１．2019年12月31日以前から事業収入（以下、売上）を得ており、今後も事業を継続する意

　思があること。 
２．2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、
　　以下のいずれかにあてはまること。 

①いずれか1か月の売上が前年の同じ月と比較して50％以上減っている
②連続する3か月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30％以上減っている

３．他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益（物を直接に利
活用して利益・利便を得ること）をしていることの対価として、賃料の支払いをおこ
なっていること。

令和2年7月14日から令和3年1月15日まで

Web上での申請を基本としていますが、電子申請の方法がわからない方、できない方に限定
して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行う窓口（完全予約制）が設

置されています。

鹿児島市申請サポート会場：ＴＫＰガーデンシティ鹿児島中央（鹿児島市中央町26-1　南国

アネックス２Ｆ/３Ｆ）

【お問合せ】家賃支援給付金コールセンター　TEL : 0120-653-930
　　　　　　申請サポート会場予約電話窓口　TEL : 0120-150-413

2．鹿児島県〈新型コロナウイルス感染症対策休業協力金〉

■対　象　者

■対 象 施 設

■給　付　額

■受 付 期 間
■申 請 方 法

休業の協力を要請されている施設を運営する中小企業等又は個人事業主であって、県の要請
に応じて、令和2年7月8日(水)から同年7月21日(火)までの計14日間、休業にご協力された方
遊興施設（キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、パブのうち、接待
を伴う飲食店） 
①中小企業等（法人）：20万円
②個人事業主：10万円
　※なお、複数施設を有する事業者には、10万円を上乗せし、最大30万円。
令和2年7月22日から同年8月21日まで（当日消印有効）
「鹿児島県感染症対策休業協力金申請窓口」まで申請書類を簡易書留・レターパックにて送付

【お問合せ】鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策休業協力金専用相談窓口　TEL : 099-286-5691

◆新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクが高い「接待を伴う飲食店」において、鹿児島県の休業要
請に応じ、協力いただいた中小企業等又は個人事業主に対して協力金を支給します。

◆新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面するみな
さまの事業の継続をささえるため、地代・家賃（以下、賃料）の負担を軽減することを目的として、賃借
人（かりぬし）である事業者に対して給付金を給付します。

法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給
■給付金の算定方法
　申請時の直近1ヵ月における支払賃料（月額）に基づき算定した給付額（月額）の6倍

50万円＋［支払賃料の75万円の超過分×1/3］
※ただし、100万円（月額）が上限

25万円＋［支払賃料の37.5万円の超過分×1/3］
※ただし、50万円（月額）が上限

支払賃料×2/3

支払賃料×2/3

支払賃料（月額） 給付額（月額）

75万円以下

37.5万円以下

37.5万円超

75万円超
法　　人

個人事業者



■対　象　者

■補助率(限度額)

■対 象 経 費

■受 付 期 間
■申 請 方 法

(1)鹿児島市内に主たる事業所があり、製造業を営んでいる中小企業者等

(2)製造業に属する事業を営む中小企業者の3者以上で構成され、その構成員の3分の2以上が

市内の中小企業者であるグループ、団体、組合等

補助対象経費の4分の3（限度額：40万円）

※国や県、市が行う他の事業からの補助金等の交付を受けていないこと

※補助金の交付決定後に事業に着手し、令和3年3月31日までに完了すること

ECサイト・ホームページの導入、リニューアルに関する委託料、作成ソフトの購入費、ドメ

イン取得料等

※独自サイトの導入、リニューアルに関するものに限ります

※パソコンやタブレットなどの購入費用、導入後の保守管理費は補助対象になりません

令和2年7月1日から先着順

申請書類を持参又は郵送（簡易書留）

【お問合せ】鹿児島市産業支援課ものづくり係　TEL : 099-216-1323

新型コロナウイルス感染症に関する
各種支援施策のご案内
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3．鹿児島市〈ＥＣサイト・ホームページ導入等支援事業〉

◆製造業者等のネットショップ開業やホームページの立ち上げ等に係る経費の一部を助成します。

■対　象　者

■給　付　額

■受 付 期 間

■申 請 方 法

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少している鹿児島市内で事業を営む

中小企業者等(個人事業所を含む)

対象業種は全業種(第1次、第2次、第3次産業)

次の1～4の全てに該当していること

(1)2020年2月29日以前から鹿児島市内で事業を営み、今後も、事業を継続する意思があること。

(2)新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、売上が減少していること。

(3)申請者等は暴力団等に関与していないこと。

(4)【第1弾】2020年3月から5月までの全ての月の前年同月比の売上減少率が50％未満であり、

いずれか1か月の売上減少率が20％以上50％未満であること

※3月～5月のひと月でも売上減少率が50％以上の方は申請できません。

【第2弾】2020年3月から8月までの全ての月の前年同月比の売上減少率が50％未満であり、

　6月～8月のいずれか1か月の売上減少率が20％以上50％未満であること

※3月～8月のひと月でも売上減少率が50％以上の方は申請できません。

【お問合せ】事業継続支援金専用ダイヤル　TEL : 099-803-8670（平日8：30～17：15）

4．鹿児島市〈事業継続支援金 第2弾〉

◆新型コロナウイルス感染症のクラスター発生など感染の拡大等に伴い、売上が減少し事業継続に困っている中
小企業者等の事業継続を下支えするため、事業全般に広く使える事業継続支援金が新たな内容で給付されます。

〇第1弾で申請し受給した事業者についても、第2弾への申請が可能です。
〇国の持続化給付金の対象となる方、すでに受給した方は、本市事業継続支援金の対象となりません。

×3ヵ月

×3ヵ月

【第1弾】 ※上限30万円（給付は１回限り）※千円未満切り捨て

　　　　　  2020年3月から5月のうち、前年同月比で20％以上50％未満減少している

　　　　　  1か月の売上減少額が最大となる月の減少額

第 1 弾、第 2 弾ともに令和 2 年 11 月 30 日まで（当日消印有効）

※第 2 弾は 8 月中旬に申請開始予定

原則郵送　※詳細については必ず市ホームページをご確認ください。

【第2弾】  ※上限50万円（給付は１回限り）※千円未満切り捨て

　　　　　  2020年6月から8月のうち、前年同月比で20％以上50％未満減少している

　　　　　  1か月の売上減少額が最大となる月の減少額
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■対　象　者

■給　付　額

■受 付 期 間
■申 請 方 法

１．新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50％以上減少し
ている事業者。

２．2019年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思
がある事業者。

３．法人の場合は、①資本金の額又は出資の総額が 10億円未満、又は、②上記の定めがな
い場合、常時使用する従業員の数が 2000人以下である事業者。

令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
Web上での申請を基本としていますが、電子申請の方法がわからない方、できない方に限定
して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行う窓口（完全予約制
(TEL:0570-077-866)）が設置されています。
鹿児島市申請サポート会場（鹿児島市 東千石町1-38 鹿児島商工会議所ビル4F）

【お問合せ】持続化給付金事業コールセンター　TEL：0120-115-570　（IP電話専用回線　TEL：03-6831-0613）

5．国〈持続化給付金〉

◆感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業
全般に広く使える給付金を支給します。
　　令和2年6月29日より支援対象を拡大し、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者、
2020年1月から3月の間に創業した事業者も、新たに対象とします。

■支給対象者

■助成対象労働者
■助　成　率

■支給対象日数

■申 請 期 限

■提 出 書 類

１．雇用保険適用事業主である
２．最近１か月間の売上高または生産量などが前年同月比５％以上減少している(※)
　　※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。
３．労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
事業主に雇用された雇用保険被保険者（パート・アルバイト等も含む）

※1人1日あたり15,000円が上限
本助成金の支給限度日数は原則として１年間で100日分、３年で150日分ですが、緊急対応期
間中(令和2年4月1日～令和2年9月30日）に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に
支給を受けることができます。
支給対象期間の末日の翌日から2か月以内
(支給対象期間の初日が1/24～5/31の休業の申請期限は特例により8/31まで)
厚生労働省雇用調整助成金のホームページ(下記URL)よりダウンロードできます　　　　　　
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.htm

【お問合せ】鹿児島労働局　TEL：099-219-8711　　ハローワークかごしま　TEL：099-250-6060
　　　　　　雇用調整助成金コールセンター　TEL：0120-60-3999

６．雇用調整助成金

◆経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練
または出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成します。
　　新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措
置が図られています。また、小規模事業主（従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主の方）の方につい
ては、支給申請が以前よりも簡素化されました。 (令和2年6月12日現在)

※上記の助成内容は、緊急対応期間(令和2年4月1日～令和2年9月30日)を対象としたものです。

区分
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主

中小企業
4/5
10/10

大企業
2/3
3/4

■売上減少分の計算方法
前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12ケ月（注））

※（注）の対象期間は、2020年1月～12月のうち、2019年の同月比で売上が50％
以上減少したひと月を、事業者が選択

※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方、主たる収入を雑所得・給
与所得で確定申告した個人事業者、2020年1月から3月の間に創業した事業者の方は、
別途計算方法があります。

上記の算出方法により下記を支給
　　○中小法人等　　　最大200万円　○個人事業者等　　最大100万円
　　　※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限
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７．鹿児島県
〈宿泊施設感染防止対策支援事業費補助金/飲食店感染防止対策支援事業〉

◆県内の宿泊施設が取り組む感染症拡大防止策にかかる費用を補助します。
　飲食店が感染防止対策用品等の整備を行う経費を助成します。

■対　象　者

■補助率(限度額)

■対 象 経 費

■受 付 期 間

■申 請 方 法

令和２年７月１日から令和３年２月28日時点で、鹿児島市内に宿泊施設を有する民間事業者

又は個人事業主、営業所等を置く貸切バス事業者、タクシー事業者、個人タクシー事業協同

組合、個人タクシー協会

(1) 宿泊事業者

　  補助率：10分の10

　  補助上限額：

(2) 貸切バス事業者

　 補助率：10分の10

　 補助上限額：３万円×貸切バス保有台数(最大50万円)

(3) タクシー事業者

　 補助率10分の10

　 補助上限額１万円×タクシー保有台数(最大50万円)

(1) 業種別ガイドラインに基づく衛生対策(衛生対策のための備品購入、衛生対応の広報等)

(2) 販売力強化に要する経費(広報費、オンライン販売システム導入、販促活動のための旅費等)

申請書提出期限：令和２年12月28日(月)まで

報告書提出期限：令和３年３月31日(水)まで

鹿児島市観光プロモーション課戦略係に、郵送により提出

【お問合せ】鹿児島市観光プロモーション課戦略係　TEL : 099-216-1510

8．鹿児島市
〈（宿泊・貸し切りバス・タクシー事業者向け）コロナ対策支援補助〉

◆市内の事業者が、感染症の再流行に備えつつ、本市観光の早期回復につなげるために実施する利用者回復
につながる衛生強化対策などの取組に対し、支援します。

合計収容定員数
補助上限額

宿泊施設感染防止対策支援 飲食店感染防止対策支援
旅館・ホテル等の宿泊事業者 食堂・レストラン・居酒屋・バー等飲食店経営者

令和2年8月中開始予定

（1）小規模支援（機械等）購入費
　  補助率：10分の10
　  補助上限額：40万円
（2）大規模支援（施設等改修費用）
　  補助率：5分の4
　  補助上限額：500万円（下限額：100万円）
　　　　　　　　（事業費下限額：125万円）

①感染防止対策物品の購入等
　補助率：10分の10以内の額
　　　　　　　　　（千円未満切捨て）
　補助上限額：1店舗当たり10万円
②キャッシュレスの導入
　補助率：5分の4以内の額（千円未満切捨て）
　補助上限額：1交付者当たり20万円

①感染防止対策物品の購入等：衛生管理費等
　令和2年4月1日から10月末（予定）までの間
　に実施又は購入、かつ支払われたもの
②キャッシュレスの導入：非接触型決済端末等
　令和2年4月1日から10月末（予定）までの間
　に整備、かつ支払われたもの

（1）小規模支援：消毒費用、衛生管理費用等
　令和2年4月1日から10月末までの開に実施
　又は購入、かつ支払われたもの
（2）大規模支援：施設費用、設備費用等
　令和2年4月1日から令和3年2月下旬までの
　間に実施、かつ支払われたもの

令和2年8月中開始予定
検討中 検討中

PR・観光戦略部観光課 TEL：099-286-2997 商店街活性化推進室 TEL：099-286-2885

10人以下
5万円

30人以下
15万円

50人以下
30万円

100人以下
50万円

150人以下
70万円

200人以下
90万円

201人以上
100万円

対象経費の詳細はこちら

対象者

対象経費

受付期間
申請方法
お問合せ

補助率
（限度額）

観光事業者向け支援策のご紹介
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新型コロナウイルス感染症
対策で活用できる税制措置

（第2回）事業用家屋・償却資産の固定資産税減免および欠損金の繰戻し還付制度

新型コロナウイルス感染症対策で
活用できる税制措置

　本特集では、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における「税制措置」（注）の重要なポイントを3回
にわたり、城所先生よりご紹介して頂きます。第2回目は「事業用家屋・償却資産の固定資産税減免」および「欠
損金の繰戻し還付制度」について取り上げます。
　（注）「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」など

事業用家屋・償却資産の固定資産税が減免できます
（１）既存の事業用家屋・償却資産に対する固定資産税・都市計画税の減免措置

　売上が大幅減少の中小事業者などに対し、2021年度課税の１年分に限り、事業用家屋と償却資産に係る固定資産
税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする特例です。

（2）新規の設備投資に対する固定資産税の減免対象の拡大
　現行の中小企業に対する固定資産税の軽減措置（生産性向上特別措置法に基づく特例措置）において、償却資産に加
え一定の事業用家屋と構築物も適用対象となり、生産性向上特別措置法の改正を前提に22年度まで2年間延長され
ました。

11ポイント

要 件 の 内 容項　目

売上減少割合
と減免率

対象となる
中小事業者など

手続き要件

【 制 度 に つ い て の お 問 い 合 せ 先】 総務省自治税務局固定資産税課　TEL：03-5253-5674

【具体的な手続きについてのお問合せ先】 鹿児島市資産税課 償却資産係　TEL：099-216-1187

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  家屋第一係/第二係　TEL：099-216-1181/099-216-1182

次のいずれかの事業者が対象です。

・資本金（又は出資金）が１億円以下の法人

・資本金（又は出資金）を有しない場合は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

本年2月から10月までの任意の3カ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、次のような

場合です。

（※）税務、財務などの専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など

（税理士、公認会計士、弁護士など）

（出典：総務省「地方税法の改正（筆者加筆訂正）」）

売上減少割合

30％以上50％未満減少

50％以上減少

課税標準

2分の1

ゼロ

減免率

50％

100％

21年1月31日までに認定経

営革新等支援機関などの確認

を受けて各市町村に申告する

必要があります。 事業者

認定経営革新等
支援機関等（※）

市町村

③申告
（1月末日まで）

④軽減
①申請 ②確認

会計帳簿等で売上高減少要件を
満たしているかを確認

〈軽減措置の流れ（イメージ）〉
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欠損金の繰戻し還付制度が活用しやすくなります22ポイント

要 件 の 内 容項　目

制度の概要

対象企業

対象となる
欠損金額

還付請求の
手続き

（１）青色欠損金の繰戻し還付の特例

青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額があ

る場合には、その事業年度開始の日前１年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法

人税の還付を受けることができる制度です。

資本金１億円以下の法人（中小法人）から資本金10億円以下の法人に範囲が拡大されま

した。

（注）大規模法人（資本金の額が10億円を超える法人など）の100％子会社及び100％

グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人などは除かれます。

原則として、還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限まで

に還付請求書を提出します。

（注）新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が、本年7月1日前に確定申告書を提

出している場合の請求期限は、本年7月31日となります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告や還付請求の手続きが難しい場合

は、その期限を個別に延長することが可能です。

本年2月1日から22年1月31日までの間に終了する事業年度において生じた欠損金額につ

いて適用されます。

要 件 の 内 容項　目

制度の概要

（2）災害損失欠損金の繰戻し還付制度

災害により災害損失欠損金が生じた法人は、災害のあった日から同日以後１年を経過する日

までの間に終了する各事業年度（又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの

間に終了する中間期間）に生じた災害損失欠損金額を、その開始の日前１年（青色申告書を提

出する法人は前2年）以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税の還付を受けられる制度

です。

次のようなものが該当します。

・飲食業者などの食材の廃棄損

・感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品などの除却損

・施設や備品などを消毒するために支出した費用

・感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気清浄機などの購入費用

・イベントなどの中止により廃棄せざるを得なくなった商品などの廃棄損

新型コロナウイ

ルス感染症の影

響による費用又

は損失（災害損

失）の例示
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新型コロナウイルス感染症
対策で活用できる税制措置

New! Corolla

【災害損失欠損金の繰戻しによる法人税額の還付のイメージ図】

（出典：財務省「欠損金の繰戻しによる還付の特例」）

【お問い合わせ先】 
　鹿児島税務署　TEL:099-255-8111

繰戻し（青色申告であれば、2年前まで可能）

【対象欠損事業年度】

①発災日以後1年以内終了事業年度

②発災日以後半年以内終了中間期間
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城所 弘明（きどころ・ひろあき）
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日本商工会議所「税制専門委員会」学識委員



コ
ロ
ナ
に
な
ん
か
負
け
ん
ど
！ 

天
文
館
の
み
ん
な
で
こ
の
危
機
を
乗
り
越
え
る
！
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QA

天文館出前便

グループ管理者 原口 武義さん

 

「
天
文
館
出
前
便
」
と
は
？

　

飲
食
店
の
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
メ
ニ
ュ
ー
の

情
報
を
発
信
し
て
い
ま
す
。
F
a
c
e

b
o
o
k
の
公
開
グ
ル
ー
プ
と
い
う
機
能

を
利
用
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
あ

れ
ば
誰
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
掲

載
店
舗
は
天
文
館
だ
け
に
限
ら
ず
、
範
囲

を
鹿
児
島
市
内
全
域
に
広
げ
て
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
は
甚
大

で
す
。
天
文
館
の
灯
り
を
消
す
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
。
飲
食
店
に
元
気
を
出
し
て

も
ら
い
、﹁
み
ん
な
で
頑
張
ろ
う
！
﹂
と
い

う
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
き
た
い
。
そ
ん
な

思
い
も
あ
り
ま
す
。

　

感
染
予
防
に
つ
い
て
の
情
報
共
有
も
重

視
し
て
い
ま
す
。
参
加
店
舗
に
感
染
対
策

の
徹
底
を
呼
び
か
け
、
注
意
喚
起
の
ポ
ス

タ
ー
も
貼
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

﹁
天
文
館
出
前
便
﹂
は
３
月
末
か
ら
始
動
。

参
加
店
舗
も
グ
ル
ー
プ
メ
ン
バ
ー
も
ど
ん

ど
ん
増
え
、
そ
の
輪
は
一
気
に
広
が
り
ま

し
た
。
反
響
の
大
き
さ
は
想
像
以
上
で
す
。

飲
食
店
以
外
に
も
協
力
し
て
く
れ
る
人
が

た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
タ
ク

シ
ー
で
配
達
で
き
る
仕
組
み
を
作
っ
た
り
、

出
張
販
売
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
た
り
と
展

開
の
幅
も
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
Ｗ
ｅ
ｂ

制
作
会
社
さ
ん
が
﹁
鹿
児
島
出
前
便
﹂
と

い
う
サ
イ
ト
を
立
ち
上
げ
る
、
大
隅
で

﹁
志
布
志
出
前
便
﹂
が
始
動
す
る
、
と

い
っ
た
広
が
り
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
活
動
を
通
し
て
、
鹿
児
島
に
は

素
晴
ら
し
い
人
た
ち
が
た
く
さ
ん
い
る
こ

と
を
知
り
ま
し
た
。
共
感
し
て
い
た
だ
い

て
、
助
け
ら
れ
て
、
力
を
も
ら
い
ま
し
た
。

感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

　
6
月
末
に
天
文
館
で
ク
ラ
ス
タ
ー
（
感

染
者
集
団
）
が
発
生
し
ま
し
た
。
現
状
に

つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
思
い
を
お
持
ち
で
す
か
？

　

悔
し
す
ぎ
ま
す
。
起
き
て
し
ま
っ
た
こ

と
は
仕
方
が
な
い
の
で
す
が
…
…
。

　

客
足
は
大
き
く
落
ち
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
な
ん
と
か
踏
ん
張
っ
て
き
た
お
店
も
、

今
回
は
心
が
折
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
況

で
す
。
飲
食
だ
け
で
な
く
、
テ
イ
ク
ア
ウ

ト
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
注
文
も
減
り
ま
し
た
。

天
文
館
は
避
け
ら
れ
る
場
所
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
飲
食
店
が
多
い
で
す
。
こ
の
ま
ま
で
は

街
が
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

正
直
、
何
が
正
解
な
の
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。
で
も
、
コ
ロ
ナ
に
な
ん
か
負
け
る
わ

け
に
は
い
か
ん
の
で
す
！

　

ま
ず
は
、
で
き
る
努
力
を
す
る
し
か
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
感
染
予
防
を
よ
り
徹

底
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
現
在
、
﹁
天
文
館

出
前
便
﹂
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対

策
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
店
舗
で
す
。

　

ク
ラ
ス
タ
ー
の
報
道
を
知
っ
て
す
ぐ
に

﹁
気
張
っ
ど
鹿
児
島　

感
染
防
止
発
表
グ

ル
ー
プ
﹂
も
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
各
店
舗
で
実
施
し
て
い
る
感
染
防
止

策
を
発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
。
情
報
を
共

有
し
、
対
策
を
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

　

感
染
対
策
は
天
文
館
の
全
部
で
、
飲
食

店
だ
け
で
な
く
す
べ
て
の
お
店
で
や
ら
な

い
と
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
、
天
文

館
が
ひ
と
つ
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
時

な
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
を
、
天
文
館
の
仲

間
た
ち
に
訴
え
て
い
き
ま
す
。

!

﹁
天
文
館
出
前
便
﹂
は
飲
食
店
の
現
状
や

思
い
を
知
っ
て
い
た
だ
け
る
場
所
で
す
。

と
に
か
く
多
く
の
方
に
訪
れ
て
い
た
だ
き

た
い
。
み
ん
な
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
頑

張
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
お
願
い
ば
か
り
で

な
ん
と
も
心
苦
し
い
の
で
す
が
、
み
な
さ

ん
の
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
。
天
文
館
を

応
援
し
て
く
だ
さ
い
。

はらぐち たけよし さん（45）

鹿児島市生まれ

有限会社 肉の松坂屋　代表取締役

食肉卸業、焼肉店・惣菜店を運営

「焼肉の和牛門」など3店舗を展開

天文館出前便

https://www.facebook.com/groups/2649425031961291/

気張っど鹿児島　感染防止発表グループ

https://www.facebook.com/groups/3370557636341980/
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